
１ 策定の趣旨

（仮称）大分市若者活躍推進プラン（案）の概要について

条例第2条第2号に定めるとおり、おおむね16歳から29歳までの者

若者の取組を社会全体で応援し、若者もまた地域や社会の取組に協力することで、若

者が持つ活力の循環を社会に生み出すとともに、新たな世代にもその活力が循環する
まちを実現するため、（仮称）大分市若者活躍推進プランを策定し、若者の活躍推進に関
する施策を総合的かつ計画的に進めていきます。

２ 計画の位置付け

大分市若者応援条例第11条に基づく、若者の活躍推進に関する施策を総合的かつ

計画的に推進するための基本計画です。

３ 計画の期間

令和６年度～令和10年度（5年間）

４ 計画の対象とする若者

５ 基本方針

『若者が持つ活力の循環を社会に生み出すとともに

新たな世代にもその活力が循環するまちの実現』

若者が地域や社会の取組に関心を持って参加する流れをつくり、若者が持ってい
る活力と行動力を社会につなげ、広げるとともに、次の世代が若者になったときにそ
の流れが受け継がれ、同様に活躍したいと思えるまちの実現を目指します。

６ 若者の活躍推進に関する施策

７ 目標指標

指標 目標

「若者が活躍しやすいまち」と感じる市民の割合 前年度より向上

施策名 主な取組

若者がつながる、
若者とつながる

●若者の意識やトレンドに係る情報収集に努めます。
●若者にとって身近なＳＮＳを活用し、積極的に情報を発信します。
●様々なイベントの開催等を通じて、市内外の若者同士の交流をはじめ、
異なる世代との交流に努めます。

若者の声を聴く、
若者の声を反映する

●アンケート調査等により、若者の意見の収集に努めます。
●若者の目線から市に対して事業やアイデアの提案等を行う若者会議を設
置します。
●市が設置する審議会等の委員への若者の参画を促進します。
●若者に対し、政治や選挙意識の高揚を図ります。

若者のチャレンジを
応援する

●若者が取り組むイベントの開催等に対する活動場所や情報提供など、自
主的な活動を行う若者に対する支援を行います。
●若者が起業について学び、実践や相談ができる場を提供することで、若
者が起業しやすい環境づくりを推進します。
●ＵＩＪターン就職を希望する若者が必要とする情報を提供するなど、若
者の市内企業等への就労を促進します。
●学生の負担軽減と修学後に大分で活躍する人材の育成・確保を目的に新
たな奨学資金制度の導入を検討します。
●様々な資格取得や趣味・実用に関する知識・技能を高めるための学習機
会を提供します。
●様々なイベントの開催を通じて、若者の文化的な活動やスポーツ活動を
支援します。
●市民一人一人が若者の活躍を応援する機運の醸成に努めます。

※「若者が活躍しやすいまち」とは、「若者が自らの持っている力を存分に発揮する中で、社会に
貢献するやりがいや生きがいを感じることができるまち」とします。

８ 計画の推進及び評価・検証

本計画を推進するにあたっては、若者、市民、地域コミュニティ、学校等、事業者、市民活動団体
等と相互に連携を図るとともに、施策の進捗状況について評価・検証を行い、必要に応じて改善
を図ることで、本計画の実効性を確保します。

【若者アンケート等による主な意見】
○広報にＳＮＳ等をうまく活用してほしい
○同世代や異なる考えを持つ人との交流の機会が少ない
○若者が市政について知る機会がない
○若者同士で話を持ち合い、意見を交わす場があると今よりももっ
と地域の問題に対して意欲的に考える機会ができると思う
○アンケートのような意見が言える場を設けてほしい
○自分のしたいことが漠然としている人が多いと思うので、イベン
トや交流をすることで幅が広がると思う
○起業について学べる機会を提供してほしい


